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仲
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市
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地
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か
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○
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山

県
に
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け

る
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可
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者
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が
れ

き
類

（コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

塊
）
の

破
砕

等
を

行
う

処
理

施
設

で
す

。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

21
㈱

藤
井

産
業

07
6-

46
9-

30
07

富
山

市
婦

中
町

余
川

40
-1

6
8
0

○
○
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○
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○
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す
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各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

64
㈱

小
西

07
66

-8
4-

05
24

射
水

市
津

幡
江

68
7番

地
3

1
,3

6
0

○
○

65
サ

ン
ク

リ
ー

ン
マ

テ
リ

ア
ル

㈱
07

66
-8

6-
88

83
射

水
市

片
口

高
場

１
１

５
番

５
4
.6

○

66
富

舗
建

設
㈱

07
6-

46
3-

33
64

中
新

川
郡

立
山

町
利

田
30

8番
地

5
6
0

○
○

67
㈲

長
谷

川
商

店
07

66
-5

0-
96

93
射

水
市

津
幡

江
69

9番
２

9
.6

○

68
北

陸
ス

ラ
グ

㈱
07

66
-8

6-
34

30
射

水
市

西
高

木
13

99
-4

2
8
0

○
○

69
㈱

魚
津

清
掃

公
社

07
65

-2
2-

03
11

富
山

県
魚

津
市

住
吉

５
３

4
0

○

70
㈱

清
河

工
業

07
65

-2
4-

77
55

魚
津

市
青

柳
18

3番
1

3
6
5

○
○

魚
津

市
坪

野
笠

取
入

山
67

5
8
0
0

○
○

魚
津

市
宮

津
23

4
8
0
0

○
○

72
北

陸
開

発
公

社
㈲

07
65

-2
2-

56
89

魚
津

市
大

字
三

田
村

字
西

谷
5番

地
4
0
0

○
○

73
㈱

マ
ッ

ク
興

業
07

65
-2

2-
81

10
魚

津
市

三
ケ

字
砂

田
15

04
番

１
　

ほ
か

3
2
0

○
○

74
㈱

ミ
ナ

ミ
07

65
-2

4-
23

00
魚

津
市

青
柳

95
番

7
2
.8

○

75
㈱

ア
ム

テ
ッ

ク
07

66
-7

2-
56

56
氷

見
市

大
浦

字
広

田
１

９
２

５
番

１
4
.6

○

76
射

水
建

材
㈱

07
66

-9
1-

57
91

氷
見

市
上

田
子

字
笹

谷
内

91
番

地
の

2
6
7
5

○
○

77
㈱

氷
見

ア
ス

コ
ン

07
66

-9
1-

52
17

氷
見

市
上

田
子

11
8番

地
1
,0

4
0

○
○

78
加

積
建

設
㈱

07
6-

47
5-

66
00

滑
川

市
東

福
寺

松
ケ

平
　

ほ
か

8
0
0

○
○

79
㈱

金
山

産
業

07
6-

47
5-

75
30

滑
川

市
笠

木
74

-1
5
8
4

○
○

80
㈱

公
生

社
07

6-
47

7-
11

14
滑

川
市

栗
山

35
96

4
3

○

81
N

G
P

北
信

越
リ

サ
イ

ク
ル

協
同

組
合

07
65

-5
6-

50
60

黒
部

市
犬

山
67

4番
23

4
9
5

○

82
㈲

角
井

土
建

興
業

07
65

-5
2-

12
37

黒
部

市
荻

生
45

6番
地

5
6
0

○
○

83
共

和
土

木
㈱

07
65

-5
7-

11
76

黒
部

市
荒

俣
字

東
清

水
田

44
8-

1
2
4
0

○
○

84
㈱

ク
リ

ー
ン

ロ
ー

ド
み

や
の

07
65

-5
2-

58
88

黒
部

市
宮

野
68

6番
地

の
1

3
2
0

○
○

71
中

川
運

輸
㈱

07
65

-2
4-

55
20
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コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
･ア

ス
フ

ァ
ル

ト
塊

の
再

資
源

化
施

設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

が
れ

き
類

（コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

塊
）
の

破
砕

等
を

行
う

処
理

施
設

で
す

。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

85
黒

建
㈱

07
65

-5
2-

12
38

黒
部

市
沓

掛
35

91
番

地
1
,4

8
0

○

86
㈱

新
興

07
65

-5
4-

15
75

黒
部

市
若

栗
87

　
ほ

か
8
0
0

○
○

黒
部

市
荒

俣
53

3番
地

ほ
か

1
,0

6
0

○
○

黒
部

市
鏡

野
字

南
幅

75
2番

1
3
4
4

○
○

88
㈲

新
川

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
07

65
-5

6-
98

50
黒

部
市

荒
俣

字
東

清
水

田
48

7-
1外

５
筆

2
8
.8

○

89
㈲

山
下

重
機

建
設

07
65

-5
4-

01
17

黒
部

市
若

栗
字

境
谷

割
38

番
地

の
1

3
2
0

○
○

90
坂

本
組

㈱
07

63
-3

7-
01

23
砺

波
市

正
権

寺
字

庄
山

谷
16

-1
7
2
0

○
○

91
㈱

創
和

開
発

07
66

-6
1-

42
32

南
砺

市
岩

武
新

36
1番

地
6
8
0

○
○

92
た

ち
建

設
㈱

07
63

-3
2-

15
65

小
矢

部
市

臼
谷

字
大

寺
18

2番
地

7
6
0

○
○

93
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
ア

ス
コ

ン
㈱

07
63

-3
2-

57
31

砺
波

市
太

田
47

60
番

地
4
8
0

○
○

94
中

越
砂

利
鉱

業
㈱

07
63

-3
2-

22
36

砺
波

市
太

田
54

77
番

5
4
4

○
○

95
利

賀
川

砂
利

㈱
07

63
-8

2-
35

55
砺

波
市

庄
川

町
金

屋
21

2
5
6
0

○
○

96
石

黒
工

建
㈱

07
66

-6
7-

06
16

小
矢

部
市

芹
川

60
29

-1
4
8
0

○
○

97
㈱

エ
コ

ー
ウ

ッ
ド

07
66

-6
1-

49
88

小
矢

部
市

名
畑

40
-6

、
41

-3
他

1
,6

8
0

○
○

98
㈲

勢
田

土
石

運
輸

07
66

-6
1-

20
80

小
矢

部
市

八
講

田
22

-3
外

3筆
3
4
4

○
○

99
㈱

野
手

組
07

66
-6

7-
60

78
小

矢
部

市
五

郎
丸

字
中

谷
54

0番
地

4
0
0

○
○

10
0

ア
ル

カ
ス

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

㈱
07

63
-2

2-
18

00
砺

波
市

千
保

17
0-

1
6
4
0

○
○

10
1

㈲
昭

信
機

工
07

63
-8

2-
55

66
南

砺
市

岩
屋

4-
1

1
,9

3
6

○
○

10
2

㈲
清

水
重

建
07

63
-2

2-
61

10
南

砺
市

安
居

字
ハ

54
-1

1
,6

8
0

○
○

10
3

と
な

み
野

ア
ス

コ
ン

㈱
07

63
-3

2-
57

31
南

砺
市

上
川

崎
16

81
5
6
0

○
○

10
4

㈱
南

砺
工

業
所

07
63

-2
2-

46
77

南
砺

市
院

林
３

２
５

　
ほ

か
2
3
.2

○

87
夏

野
土

木
工

業
㈱

07
65

-5
6-

83
96
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設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

が
れ

き
類

（コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

塊
）
の

破
砕

等
を

行
う

処
理

施
設

で
す

。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

10
5

㈱
松

本
建

材
07

66
-6

9-
89

88
小

矢
部

市
藤

森
字

大
尾

9　
ほ

か
4
8
0

○
○

10
6

㈲
山

本
土

石
07

63
-6

2-
31

86
南

砺
市

上
田

地
内

　
ほ

か
8
0
0

○
○

10
7

㈱
酒

喜
組

07
6-

47
3-

08
11

中
新

川
郡

上
市

町
黒

川
字

舟
ノ

谷
19

8－
乙

4
8
0

○
○

10
8

㈱
黒

部
川

興
材

工
業

07
65

-7
2-

02
33

下
新

川
郡

入
善

町
上

飯
野

35
45

-2
4
8
0

○
○

10
9

㈲
ナ

ツ
ヤ

マ
07

65
-7

2-
05

92
下

新
川

郡
入

善
町

下
飯

野
新

１
５

８
番

地
9
.6

○

11
0

日
本

海
建

設
運

輸
㈲

07
65

-7
6-

00
21

下
新

川
郡

入
善

町
板

屋
31

0番
地

の
2　

ほ
か

8
0
0

○
○

11
1

日
本

道
路

㈱
富

山
合

材
セ

ン
タ

ー
07

66
-5

5-
50

30
射

水
市

西
高

木
12

12
2
4
0

○
　

無
筋

の
み

○

砺
波

市
鷹

栖
１

２
３

３
番

１
1
3
4
.4

○

中
新

川
郡

立
山

町
若

宮
１

８
０

番
１

　
ほ

か
1
5
2
.4

○
11

2
㈱

ビ
コ

ー
07

6-
23

9-
80

00
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建
設

発
生

木
材

の
再

資
源

化
施

設

番
号

会
社

名
連

絡
先

電
話

番
号

処
理

施
設

の
所

在
地

処
理

能
力

（
ｔ／

日
）

処
理

内
容

1
㈱

富
山

資
源

開
発

07
6-

47
9-

03
65

富
山

市
水

橋
市

田
袋

31
8-

6
5
5
7

チ
ッ

プ
化

2
㈲

今
井

運
送

07
6-

43
4-

38
94

富
山

市
栃

谷
40

4、
40

6-
1、

40
6-

2
9
7

チ
ッ

プ
化

3
㈱

ニ
ュ

ー
ス

07
6-

46
7-

53
53

富
山

市
万

願
寺

38
番

地
１

4
.2

堆
肥

化

4
豊

島
産

業
㈱

07
6-

46
7-

29
15

富
山

市
小

黒
3-

1、
21

62
-1

4
.8

チ
ッ

プ
化

5
中

川
工

業
㈱

07
6-

48
3-

19
85

富
山

市
東

福
沢

36
67

番
地

2
2
0
0

チ
ッ

プ
化

6
ｱ

ｲ
ｵ

ｰ
ﾃ
ｨｶ

ｰ
ﾎ

ﾞﾝ
㈱

07
6-

42
6-

12
33

富
山

市
松

浦
町

9番
30

号
1
1
0

チ
ッ

プ
化

･炭
化

7
富

山
ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾌ
ｰ

ﾄﾞ
ﾘ
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

㈱
07

6-
42

6-
07

88
富

山
市

松
浦

町
8番

20
号

3
0
.8

チ
ッ

プ
化

･堆
肥

化

8
花

崎
工

業
㈱

07
6-

43
4-

11
60

富
山

市
東

老
田

11
79

番
地

8
0

チ
ッ

プ
化

9
㈱

ス
マ

ー
ト

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

07
6-

46
5-

51
11

富
山

市
上

野
33

0-
3

1
8
.7

チ
ッ

プ
化

10
金

原
開

発
㈱

07
66

-8
4-

33
33

富
山

市
坂

下
新

字
上

中
島

26
6
4

チ
ッ

プ
化

11
㈱

ヒ
ュ

ー
マ

ン
07

6-
46

7-
50

02
富

山
市

長
川

原
字

表
平

4-
10

1
2
0

チ
ッ

プ
化

12
㈱

富
山

環
境

整
備

吉
谷

事
業

所
07

6-
46

9-
53

56
富

山
市

婦
中

町
吉

谷
字

大
谷

10
03

-
3

1
6
9
2
.1

チ
ッ

プ
化

13
㈱

谷
作

運
輸

建
設

工
機

07
6-

43
2-

45
45

富
山

市
婦

中
町

下
井

澤
32

13
-1

8
チ

ッ
プ

化

14
㈲

西
正

工
業

07
6-

45
5-

21
51

富
山

市
八

尾
町

新
田

字
百

枚
田

47
8
8

1
9
.1

チ
ッ

プ
化

15
木

村
産

業
(株

)
07

6-
47

9-
22

75
富

山
市

水
橋

肘
崎

59
2-

1
9
4
.4

チ
ッ

プ
化

16
㈱

ア
イ

カ
ワ

07
6-

47
8-

01
40

富
山

市
水

橋
市

田
袋

29
1-

1
4
.3

5
チ

ッ
プ

化

17
㈱

ナ
カ

ム
ラ

07
6-

42
0-

87
70

富
山

市
八

川
89

番
1

1
5
2

チ
ッ

プ
化

18
宮

本
工

業
㈱

07
6-

48
1-

14
14

富
山

市
本

宮
字

薄
皮

割
18

39
-2

2
3
.2

チ
ッ

プ
化

19
㈱

ア
ー

ス
・コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
07

6-
41

1-
51

17
射

水
市

入
会

地
字

東
笹

鎌
野

2-
1

4
.1

破
砕

・
選

別

20
㈱

エ
コ

モ
07

6-
47

1-
82

98
中

新
川

郡
上

市
町

稲
村

8番
地

1
6
0

チ
ッ

プ
化

21
㈱

金
屋

商
事

07
6-

42
5-

25
05

黒
部

市
荒

町
１

５
９

－
６

　
ほ

か
2
.0

4
破

砕
・
選

別

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

木
く
ず

の
破

砕
等

を
行

う
処

理
施

設
で

す
。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在
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設

発
生

木
材

の
再

資
源

化
施

設

番
号

会
社

名
連

絡
先

電
話

番
号

処
理

施
設

の
所

在
地

処
理

能
力

（
ｔ／

日
）

処
理

内
容

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

木
く
ず

の
破

砕
等

を
行

う
処

理
施

設
で

す
。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

22
ク

レ
ハ

運
送

㈱
07

6-
43

6-
78

00
射

水
市

西
高

木
2-

1
1
8
1
.3

チ
ッ

プ
化

23
十

全
イ

ン
タ

ー
ナ

シ
ョ

ナ
ル

㈱
07

6-
43

2-
11

61
魚

津
市

鹿
熊

字
板

鶴
平

45
39

番
1
9
.2

選
別

24
㈱

タ
テ

ヤ
マ

07
6-

43
1-

20
00

中
新

川
郡

立
山

町
野

口
新

字
出

合
5
3
0
2
-
5

4
.3

チ
ッ

プ
化

25
㈱

ナ
カ

ム
ラ

07
6-

42
0-

87
70

魚
津

市
吉

島
村

字
有

賀
平

１
番

３
4
.4

チ
ッ

プ
化

射
水

市
西

高
木

12
50

4
8

チ
ッ

プ
化

射
水

市
片

口
久

々
江

字
錦

67
4-

13
　

ほ
か

4
0
4

チ
ッ

プ
化

滑
川

市
追

分
35

09
番

1
1
1
3
7
.6

チ
ッ

プ
化

中
新

川
郡

上
市

町
竹

鼻
78

0-
1

5
0
0

チ
ッ

プ
化

28
㈱

秋
元

商
店

07
66

-2
2-

21
30

高
岡

市
内

免
２

丁
目

６
８

番
１

他
5
0

切
断

・
選

別

29
㈲

仙
納

商
店

07
66

-2
3-

25
73

高
岡

市
福

岡
町

開
馞

１
４

７
番

地
１

2
5

切
断

・
選

別

30
㈲

高
岡

ク
リ

ー
ン

環
境

07
66

-3
1-

44
15

高
岡

市
笹

川
２

６
５

５
番

地
2
.7

切
断

・
選

別

高
岡

市
四

屋
88

3-
1

2
0
0
m

3
チ

ッ
プ

化

砺
波

市
太

田
18

77
-1

2
0
0
m

3
チ

ッ
プ

化

高
岡

市
吉

久
１

丁
目

12
29

番
地

７
4
8

チ
ッ

プ
化

32
中

越
緑

化
㈱

07
66

-2
2-

41
72

高
岡

市
材

木
町

３
７

１
番

７
2
2

チ
ッ

プ
化

33
日

本
総

合
リ

サ
イ

ク
ル

㈱
07

66
-4

5-
01

00
高

岡
市

伏
木

一
丁

目
１

番
地

１
9
9
8

切
断

・
選

別

高
岡

市
福

岡
町

本
領

10
59

-1
2
3
8

チ
ッ

プ
化

射
水

市
新

堀
34

番
11

5
4
5

チ
ッ

プ
化

射
水

市
片

口
馬

場
５

番
１

2
9
1
.2

チ
ッ

プ
化

35
㈱

ヒ
ヨ

シ
07

66
-2

5-
56

52
高

岡
市

東
海

老
坂

字
石

原
谷

12
3
2
0

チ
ッ

プ
化

34
ハ

リ
タ

金
属

㈱
07

66
-6

4-
35

16

27
三

豊
工

業
㈱

07
6-

45
1-

61
00

3126
北

陸
ポ

ー
ト

サ
ー

ビ
ス

㈱
07

6-
43

8-
12

61

㈱
高

岡
市

衛
生

公
社

07
66

-2
3-

22
28
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建
設

発
生

木
材

の
再

資
源

化
施

設

番
号

会
社

名
連

絡
先

電
話

番
号

処
理

施
設

の
所

在
地

処
理

能
力

（
ｔ／

日
）

処
理

内
容

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

木
く
ず

の
破

砕
等

を
行

う
処

理
施

設
で

す
。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

36
㈱

ア
ー

ス
ク

リ
ー

ン
２

１
07

66
-8

4-
66

48
射

水
市

寺
塚

原
66

5番
1ほ

か
6
1
.6

チ
ッ

プ
化

37
㈲

秋
富

07
66

-5
5-

50
01

射
水

市
手

崎
３

２
４

番
地

1
0
㎥

選
別

38
黒

谷
㈱

07
66

-8
4-

00
01

射
水

市
奈

呉
の

江
12

番
地

の
２

2
3

切
断

・
選

別

39
㈱

小
西

07
66

-8
4-

05
24

射
水

市
津

幡
江

68
7-

3
1
2
8

チ
ッ

プ
化

40
サ

ン
ク

リ
ー

ン
マ

テ
リ

ア
ル

㈱
07

66
-8

6-
88

83
射

水
市

片
口

高
場

１
１

５
番

５
4
.6

破
砕

・
選

別

41
㈱

タ
カ

セ
キ

富
山

07
66

-5
2-

31
11

射
水

市
鷲

塚
21

6
2
4
0

チ
ッ

プ
化

42
㈲

長
谷

川
商

店
07

66
-5

0-
96

93
射

水
市

津
幡

江
69

9番
２

3
.4

破
砕

・
選

別

43
㈱

分
家

商
店

07
66

-8
6-

34
56

射
水

市
新

堀
34

の
15

2
9

チ
ッ

プ
化

44
㈱

ヨ
シ

ダ
07

66
-5

2-
41

16
射

水
市

新
開

発
65

0-
1

3
5
0

チ
ッ

プ
化

45
㈱

魚
津

清
掃

公
社

07
65

-2
2-

03
11

魚
津

市
大

光
寺

61
-1

4
0

チ
ッ

プ
化

46
北

陸
開

発
公

社
㈲

07
65

-2
4-

50
38

魚
津

市
大

字
三

田
村

字
西

谷
5番

地
4
.8

3
チ

ッ
プ

化

魚
津

市
青

柳
95

番
5
7
.8

チ
ッ

プ
化

魚
津

市
青

柳
96

番
2
3
.8

チ
ッ

プ
化

48
㈱

ア
ム

テ
ッ

ク
07

66
-7

2-
56

56
氷

見
市

大
浦

字
広

田
１

９
２

５
番

１
4
.6

選
別

49
窪

江
産

業
㈲

07
66

-9
1-

38
38

氷
見

市
矢

田
部

字
西

浦
42

14
番

6
.7

2
選

別

50
㈲

堀
川

自
動

車
商

会
07

66
-7

4-
30

22
氷

見
市

湖
光

３
番

4
3

選
別

51
木

材
リ

サ
イ

ク
ル

事
業

協
同

組
合

07
66

-9
1-

02
05

氷
見

市
上

田
子

11
9

4
0

チ
ッ

プ
化

52
㈱

金
山

産
業

07
6-

47
5-

75
30

滑
川

市
笠

木
74

-1
5
6
0

チ
ッ

プ
化

53
㈱

公
生

社
07

6-
47

7-
11

14
滑

川
市

栗
山

35
96

4
8

チ
ッ

プ
化

54
N

G
P

北
信

越
リ

サ
イ

ク
ル

協
同

組
合

07
65

-5
6-

50
60

黒
部

市
犬

山
67

4番
23

7
5

破
砕

・
選

別

55
夏

野
土

木
工

業
㈱

07
65

-5
6-

83
96

黒
部

市
杉

大
平

59
6
0
.6

チ
ッ

プ
化

・
堆

肥
化

47
㈱

ミ
ナ

ミ
07

65
-2

4-
23

00
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建
設

発
生

木
材

の
再

資
源

化
施

設

番
号

会
社

名
連

絡
先

電
話

番
号

処
理

施
設

の
所

在
地

処
理

能
力

（
ｔ／

日
）

処
理

内
容

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

木
く
ず

の
破

砕
等

を
行

う
処

理
施

設
で

す
。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在

56
㈲

新
川

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
07

65
-5

6-
98

50
黒

部
市

荒
俣

字
東

清
水

田
48

7-
1外

５
筆

2
3
.5

2
破

砕
・
選

別

57
㈲

山
下

重
機

建
設

07
65

-5
4-

01
17

黒
部

市
若

栗
字

境
谷

割
38

番
地

の
1

3
2
0

チ
ッ

プ
化

58
㈱

エ
コ

ー
ウ

ッ
ド

07
66

-6
1-

11
13

小
矢

部
市

浅
地

字
頭

無
6、

7ほ
か

1
1
4
.4

チ
ッ

プ
化

59
㈱

野
手

組
07

66
-6

7-
60

78
小

矢
部

市
五

郎
丸

字
中

谷
54

0番
地

1
7
.6

チ
ッ

プ
化

60
㈲

昭
信

機
工

07
63

-8
2-

55
66

南
砺

市
岩

屋
4-

1
3
3
6

チ
ッ

プ
化

61
チ

ュ
ー

モ
ク

㈱
07

63
-5

2-
28

08
南

砺
市

立
野

原
西

37
5

2
1
7

チ
ッ

プ
化

・
堆

肥
化

62
㈱

南
砺

工
業

所
07

63
-2

2-
46

77
南

砺
市

院
林

３
２

５
、

３
２

６
－

１
6
.2

破
砕

・
選

別

63
㈱

上
市

清
掃

公
社

07
6-

47
3-

19
19

中
新

川
郡

上
市

町
旭

町
８

番
地

4
.8

選
別

64
㈱

松
本

建
材

07
66

-6
9-

89
88

小
矢

部
市

藤
森

字
大

尾
58

番
地

ほ
か

2
4
.5

チ
ッ

プ
化

65
㈲

山
本

土
石

07
63

-6
2-

31
86

南
砺

市
上

田
字

上
島

18
3

8
0

チ
ッ

プ
化

66
㈲

ナ
ツ

ヤ
マ

07
65

-7
2-

05
92

下
新

川
郡

入
善

町
下

飯
野

新
１

５
８

番
地

4
.7

破
砕

・
選

別

67
日

本
海

建
設

運
輸

㈲
07

65
-7

6-
00

21
下

新
川

郡
入

善
町

板
屋

31
0番

地
の

2
6
0
.8

チ
ッ

プ
化

68
朝

日
産

業
㈱

07
65

-8
3-

01
01

下
新

川
郡

朝
日

町
南

保
字

大
林

2番
1
ほ

か
1
2
.9

チ
ッ

プ
化

69
金

山
物

産
㈱

07
65

-8
2-

10
71

下
新

川
郡

朝
日

町
道

下
65

3-
1

1
6
0

チ
ッ

プ
化
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建
設

汚
泥

の
再

資
源

化
施

設

番
号

会
社

名
連

絡
先

電
話

番
号

処
理

施
設

の
所

在
地

処
理

内
容

備
考

1
橘

開
発

㈱
富

山
土

壌
研

究
所

07
6-

49
2-

61
91

富
山

市
八

尾
町

田
中

字
五

保
田

2
4
4

脱
水

、
乾

燥
、

固
化

無
機

汚
泥

の
み

2
Ｎ

Ｋ
建

設
運

輸
㈱

07
6-

46
6-

20
44

富
山

市
押

上
字

荒
島

割
83

6番
1

固
化

無
機

汚
泥

の
み

3
㈱

ス
マ

ー
ト

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

07
6-

46
5-

51
11

富
山

市
上

野
33

0-
3

固
化

4
㈱

田
中

商
会

07
6-

43
1-

11
22

富
山

市
田

中
町

二
丁

目
5番

1号
脱

水
、

固
化

5
㈱

富
山

環
境

整
備

吉
谷

事
業

所
07

6-
46

9-
53

56
富

山
市

婦
中

町
吉

谷
字

大
谷

10
03

-
3

脱
水

6
㈱

ア
ー

ス
･コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
07

6-
41

1-
51

17
射

水
市

入
会

地
字

東
笹

鎌
野

2-
1

脱
水

（
薬

注
固

化
）

7
㈲

技
建

工
業

07
66

-6
4-

23
21

高
岡

市
福

岡
町

三
日

市
57

7-
1

造
粒

固
化

無
機

汚
泥

の
み

8
㈱

高
岡

市
衛

生
公

社
07

66
-2

3-
22

28
高

岡
市

四
屋

88
3-

1
脱

水

9
㈱

ヒ
ヨ

シ
07

66
-2

5-
56

52
高

岡
市

東
海

老
坂

石
原

谷
12

固
化

無
機

汚
泥

の
み

10
(株

)呉
西

建
設

残
土

対
策

処
理

公
社

07
66

-9
1-

87
88

氷
見

市
上

田
子

字
笹

谷
内

11
3-

8
固

化

11
立

山
土

建
㈱

07
66

-7
4-

25
11

氷
見

市
海

津
25

造
粒

固
化

・富
山

県
に

お
け

る
産

業
廃

棄
物

処
分

業
の

許
可

業
者

の
う

ち
、

建
設

汚
泥

の
固

化
等

を
行

う
処

理
施

設
で

す
。

・利
用

に
際

し
、

操
業

状
態

や
実

際
に

受
け

入
れ

が
可

能
か

各
事

業
者

に
確

認
く
だ

さ
い

。

令
和

６
年

５
月

現
在
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ストックヤードの掲載条件について 

 

富山県土木部が定める労務・資材単価表ヘストックヤードを掲載するにあたっては、下記の条件を確認する

こととする。 

 

１ 関係機関への手続き 

  関係法令及び条例等を遵守し、関係機関に届出を済ませていること。 

  （一般粉じん発生施設設置届出等を提出） 

  ストックヤード運営事業者登録制度により登録されていること。 

２ 周辺住民の合意 

  周辺住民の合意を得ていること。 

  （地元との覚書） 

３ 用地の確保 

  ストックヤードとして必要な用地が確保されていること。 

４ 管理運営内容 

 主に以下の項目等について、適正な管理運営が図られること。 

５ ストックヤードの建設発生土を砂利採取跡地の埋戻し土砂として使用する場合、以下の項目を実施するこ
と。 

（１）ストックヤード管理者と砂利採取業者とが協議し、次の事項を行う。 
   ①埋戻し土砂にストックヤードの建設発生土が使用されていることを示す契約(需給契約)を取り交わし、

各々が土砂管理のため土質分類・土量等が記入された伝票を保管する。 
   ②土壌試験を概ね1000m3毎に実施し、「土壌の汚染に係る環境基準」を満足していることを確認する。 
   ③締固めた土のコーン指数試験等を実施し、埋戻し土砂が第３種建設発生土以上に分類される土砂である

ことを確認する。 
（２）ストックヤード管理者は、次により適正に砂利採取場への搬出土砂の管理を行う。 
    ①搬出する建設発生土に関し、ストックヤード管理者が土壌検査を行った場合は、検査結果と検体採取状

況写真を砂利採取業者へ提供する。また、締固めた土のコーン指数試験等の結果等を有する場合も同様
とする。 

   ②土砂管理のため、伝票を発行し、伝票が砂利採取場の業務主任者に渡るよう手配する。 

受入条件 
公共工事から発生する土砂を受け入れる。(ただし、同ヤード内に民間工事から発生

する土砂を受け入れる場合は、公共工事から発生する土砂と分別する。) 

伝票 土質分類・土量等が記入された伝票により土砂管理を行う。 

土砂管理台帳 搬入・搬出先について、台帳にて土量・地先等を管理する。 

需給契約書 搬入・搬出業者と需給契約書を締結する。 

土砂管理 
ヤード内にて用途別に土砂を管理する。 

また、堆積土砂の盛土工基準は、「道路土工－盛土工指針」に合致している。 

土質試験・土壌試験 
場外に搬出する際に必要に応じて土質試験または土壌試験を実施する。 

参考例（CBR試験 コーン指数 粒度 含水比 その他） 

管理人 土砂の搬出入作業時は、管理人が常駐する。 

施錠等 
土砂の搬出入作業時以外は、入り口を施錠する。 

また、不法投棄対策(周辺の囲いなど敷地外から容易に進入できないような措置(児童

等の進入防止対策等))を行う。 

飛砂・埃 
飛砂・埃対策を実施する。 

洗車施設等を設置する。 

振動・騒音 振動・騒音対策を実施する。 

水質 公共水域等を汚染することのないよう必要な措置を講ずる。 

苦情処理 周辺住民から苦情が発生した場合に、責任を持って問題を解決する。 

その他 関係機関との連絡を密にする。 

【改 R6.6.1】 
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河第    23   号 

建技第  39   号 

令和５年４月 17日 

 

各土木センター所長 

各土木センター土木事務所長 殿 

河 川 課 長 

建設技術企画課長 

 

 

｢砂利採取跡地の埋戻しに建設発生土を利用する場合の留意点｣の改正（通知） 

 

 

砂利採取跡地への建設発生土の利用については、令和３年３月１日付け河第 357 号、建技第

480 号で通知した｢砂利採取跡地の埋戻しに建設発生土を利用する場合の留意点｣について、別

紙のとおり一部改訂し、運用することとしたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

・ストックヤードに関する事項 建設技術企画課技術指導係 

・砂利採取に関する事項    河川課計画係 
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別紙 

令和５年４月 17日 

砂利採取跡地の埋戻しに建設発生土を利用する場合の留意点 

 

１ 建設発生土の利用に対する考え方 

建設発生土の砂利採取跡地への埋戻し土砂（以下「埋戻し土砂」という。）としての利用に

係る関係各課（環境政策課、環境保全課を含む。）の見解は、建設発生土そのものは一般廃棄

物でも産業廃棄物でもないが、次の事項に十分配慮すべきものであるとしている。 

・ 復元農地及び周辺農地に悪影響を与えないこと。 

・ 地下水、その他環境への影響を与えないこと。 

・ 工場・事業場跡地や市街地等からの発生土については、汚染土壌の可能性もあることか

ら適当でない。 

・ 建設発生土を利用する場合、マニフェストに相当する土砂管理をすべきである。 

・ この問題については、他への影響が大きく試験的に実施し、適切に処理されるか検証す

ることも必要である。 

   

２ 建設発生土の利用条件の設定 

 砂利採取場の埋戻し土砂として利用する建設発生土は、次の条件を満たすものとする。 

(1) ストックヤードの範囲 

富山県土木部が定める「設計積算資料」に掲載されるストックヤードの土砂であること。 

(2) 土砂の品質 

① 土壌の汚染に係る環境基準（平成 3年 8 月 23 日付け環境庁告示第 46 号）を満足する

ものであること。（公的計量機関又は資格を有する計量証明事業登録業者において行わ

れた土壌試験の結果に限る。） 

② 国土交通省が示す｢発生土利用基準について（平成 18 年 8 月 10 日付け）｣における

｢第３種建設発生土｣以上の土砂であること 

③ 産業廃棄物が混入していないこと。 

(3) 埋戻し位置 

地下水位より高い位置に埋戻しされるものであること。 

 

３ 砂利採取業者及びストックヤード管理者の管理等 

(1) ストックヤードの建設発生土を埋戻し土砂として使用するときは、砂利採取業者とスト

ックヤード管理者とが協議し、次の事項を行うものとする。 

①埋戻し土砂にストックヤードの建設発生土が使用されていることを示す契約（需給契約）

を取り交わし、各々が土砂管理のため土質分類・土量等が記入された伝票（以下「伝票」

という。）を保管すること。 

②土壌試験を概ね 1000 ㎥毎に実施し、「土壌の汚染に係る環境基準」を満足していること

を確認すること。 

③締固めた土のコーン指数試験（室内試験）を実施し、埋戻し土砂が第３種建設発生土以

上に分類される土砂であることを確認すること。ただし、砂利採取業者が立入検査の際
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にポータブルコーン貫入試験を実施しこれを実証する場合は、締固めた土のコーン指数

試験（室内試験）を省略することができる。 

 

(2) 砂利採取業者が建設発生土を埋戻し土砂として使用するときは、砂利採取計画認可申請

にあたって、次の事項に係る書類を添付するものとする。 

① ストックヤード管理者との契約書類（需給契約書等） 

② 地権者から当該埋戻し土砂の使用及び土量について承諾を得たことを証明する書類

（地権者との土地賃貸借契約書等） 

③ 掘削縦横断図に当該土砂の利用範囲を記入したもの 

 

(3) 砂利採取業者の業務主任者は、次により適正に埋戻し土砂の管理を行うものとする。 

① 上記２(2)①についての検査結果は、検体採取状況写真とともに所定の期間保存する

こと。 

② 砂利採取場への搬入にあたっては、伝票により土砂管理を行うこととし、伝票は整理

の上所定の期間保存すること。 

③ 埋戻し土砂は、ストックヤードから砂利採取場へ直接運搬するものとし、現場搬入時

に土砂に産業廃棄物の混入が無いことを目視で確認すること。また、受け取った伝票の

内容（土質分類、土量等）が適切かどうかを確認すること。 

④ 地下水位より高い位置に埋め戻すこと。 

⑤ 締固めた土のコーン指数試験（室内試験）を実施しない場合は、立入検査の際にポー

タブルコーン貫入試験を実施し、埋戻し土砂が第３種建設発生土以上に分類される土

砂であることを立証すること。 

 

(4) ストックヤード管理者は、次により適正に砂利採取場への搬出土砂の管理を行うものと

する。 

① 搬出する建設発生土に関し、ストックヤード管理者が土壌検査を行った場合は、検査

結果と検体採取状況写真を砂利採取業者へ提供すること。また、上記２(2)②に関し、

締固めた土のコーン指数試験等の結果等を有する場合も同様とする。 

② 土砂管理のための伝票を発行し、伝票が砂利採取場の業務主任者に渡るよう手配する

こと。 

 

４ 県の立入検査 

埋戻しに使用される建設発生土の状況を把握するため、埋戻し作業中に立入検査を実施す

るものとし、次の項目等を確認する。 

・当該土砂に産業廃棄物等が混入されていないこと。 

・試験結果等から、埋戻し土が第３種建設発生土以上に分類されると判断できること。 

・現地の埋戻し土砂が、土壌検査の試験検体の採取状況写真の土砂と同一であるとみなせる

こと。 
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別表（随時見直されるので最新のものを利用すること） 

  
土壌の汚染に係る環境基準 (平6環庁告25・全改、平7環庁告19・平10環庁告21・平11環庁告68・平13環省告16・平28環省告

30・一部改正) 

項目 環境上の条件 測定方法 

カドミウム 

検液１ℓにつき 0.003 ㎎以下であり、か

つ、農用地においては、米１㎏につき

0.4 ㎎以下であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本

産業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55.2、55.3 又は 55.4

に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和 46 年 6 月

24 日農林省令第 47 号に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

規格 K0102 の 38 に定める方法（規格 38.1.1 及び 38 の備考 11

に定める方法を除く。）又は昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第

59 号付表 1に掲げる方法 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号付表１に掲げる方法又は規

格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの

（メチルジメトンにあっては、昭和 49 年９月環境庁告示第 64

号付表２に掲げる方法） 

鉛 検液１ℓにつき0.01㎎以下であること。 規格 K0102 の 54 に定める方法 

六価クロム 検液１ℓにつき0.05㎎以下であること。 

規格 K0102 の 65.2 に定める方法（ただし、規格 65.2.6 に定め

る方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあって

は、規格 K0170-7 の 7 の a）又は b）に定める操作を行うもの

とする｡） 

砒（ひ）素 

検液１ℓにつき 0.01 ㎎以下であり、か

つ、農用地（田に限る。）においては、

土壌１㎏につき 15 ㎎未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格

K0102 の 61 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭

和 50 年 4月 8 日総理府令第 31 号に定める方法  

総水銀 検液１ℓにつき0.0005㎎以下であること。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表２に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。  
昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表３及び昭和 49 年９月

環境庁告示第 64 号付表３に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表４に掲げる方法 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１

㎏につき 125 ㎎未満であること。 
昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジクロロメタン 検液１ℓにつき0.02㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 検液１ℓにつき0.002㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

クロロエチレン

（別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモ

ノマー） 

検液１ℓにつき0.002㎎以下であること。 平成 9年 3月 13 日環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法 

1,2－ジクロロエ

タン 
検液１ℓにつき0.004㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1－ジクロロエ

チレン 
検液１ℓにつき 0.1 ㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,2－ジクロロエ

チレン 
検液１ℓにつき0.04㎎以下であること。 

シス体にあっては規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める

方法、トランス体にあっては規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1

に定める方法 

※1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又

は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2

又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

1,1,1－トリクロ

ロエタン 
検液１ℓにつき１㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,1,2－トリクロ

ロエタン 
検液１ℓにつき0.006㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレ

ン 
検液１ℓにつき0.01㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テトラクロロエチ

レン 
検液１ℓにつき0.01㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,3－ジクロロプ

ロペン 
検液１ℓにつき0.002㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム 検液１ℓにつき0.006㎎以下であること。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５に掲げる方法 

シマジン 検液１ℓにつき0.003㎎以下であること。 
昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表６の第１又は第２に掲

げる方法 

チオベンカルブ 検液１ℓにつき0.02㎎以下であること。 
昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表６の第１又は第２に掲

げる方法 

ベンゼン 検液１ℓにつき0.01㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 検液１ℓにつき0.01㎎以下であること。 規格Ｋ0125 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ふっ素 検液１ℓにつき 0.8 ㎎以下であること。 

規格 K0102 の 34.1（規格 K0102 の 34 の備考 1 を除く。）若し

くは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲ

ン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸

留試薬溶液として、水約 200 ㎖に硫酸 10 ㎖、りん酸 60 ㎖及び

塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250 ㎖を混

合し、水を加えて 1,000 ㎖としたものを用い、規格 K0170-6 の
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6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定め

る方法又は規格 K0102 の 34.1.1c）（注（2）第 3 文及び規格

K0102 の 34 の備考 1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイ

オンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを

確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及

び昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号付表７に掲げる方

法 

ほう素 検液１ℓにつき 1㎎以下であること。 規格 K0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4－ジオキサン 検液１ℓにつき0.05㎎以下であること。 昭和 46 年 12月 28 日環境庁告示第 59 号付表８に掲げる方法 

ダイオキシン類※ 1000pg-TEQ/g 以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分

解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ

塩化ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化

ジベンゾ−パラ−ジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナ

ーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、か

つ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を 2種類以上のキャピラリ

ーカラムを併用して測定するものに限る。） 
※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定。 

備考 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うも

のとする。 

２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、フッ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に

係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞ

れ地下水１ℓにつき0.003㎎、0.01㎎、0.05㎎、0.01㎎、0.0005㎎、0.01㎎、0.8㎎及び1㎎を超えていない場合には、それぞ

れ検液１ℓにつき0.009㎎、0.03㎎、0.15㎎、0.03㎎、0.0015㎎及び0.03㎎、2.4㎎及び3㎎とする。 

３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定

量限界を下回ることをいう。 

４ 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

５ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は

5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

６ ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

７ ダイオキシン類の基準値は、土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスク

ロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計によ

り測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡

易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に

掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

８ ダイオキシン類の環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合（簡

易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合）には、必要な調査を実施

することとする。 

（注） 

１ ダイオキシン類以外の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の

堆積場、廃棄物の埋立地その他の環境基準項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係

る土壌については、適用しない。 
２ ダイオキシン類の環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌に

ついては適用しない。 

1 - 3 - 144



1 - 3 - 145




